
民生委員・児童委員一斉改選
民生委員・児童委員は任期が３年と決まっており、令和7年 12月１日に任期満了に伴う一
斉改選が全国で行われます。
民生委員・児童委員は、それぞれの地域にお住まいの方が、自治会長から候補者として推
薦を受け、市の推薦会で選考された後、県での審査会を経て、厚生労働大臣から委嘱され
ます。
一斉改選について詳しく知りたい方は、以下の問い合わせ先までご連絡ください。

【問い合わせ先】
彦根市役所 社会福祉課 社会係（平田町 670 番地 彦根市福祉センター 2階）
TEL：0749-23-9590


